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●分析・試験結果報告書一覧（二次診断）  
 

 
 
  

 

潤滑診断  
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2）振動診断  
①  目的  

ポンプ設備は回転機械が多く使用されており、その異常は振動に現れる。

異常な振動を見逃すと、軸受だけでなく、インペラの回転ブレを引き起こし、

ポンプケーシング等の損傷に繋がる。また、他の部位の損傷等に原因がある

場合でも、回転を支える軸受に振動となって現れる。  
振動診断は、軸受の振動値（振動変位・振動速度・振動加速度）を測定・

解析することにより、ポンプ設備の劣化状態を把握することが目的である。 
 

振動診断は、測定結果を基準値や初期値と比較することで状態を評価する

「簡易診断」と、簡易診断の結果、異常があると判断された場合に、測定値を

FFT 周波数解析により、劣化部位、劣化状況を評価する「精密診断」がある。

また、振動診断時には振動の主要な要因である芯振れ測定を併せて実施するこ

とが多い。    
本手引きの対象は「簡易診断」とする。「精密診断」については分析会社に

依頼する必要があり、統一された管理基準もないことから、本手引きでは手法

の詳細の記載は割愛する。P.3-37 参照  
「芯振れ測定」は、“機能保全の手引き（ポンプ設備）H25.4”に準ずる。  
振動診断調査で測定する測定項目は、表 -3.17 のとおりである。  

表 -3.17 振動診断の測定項目  

振動ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 異常の種類  適用例  測定周波数範囲  

振動変位  
変位量または動きの大きさそのも

のが問題となる異常  

工作機械のビビリ現象  

回転機械の軸振れ  

0～1kHz 

（低周波域）  

振動速度  
動きの大きさとその繰り返し回数

（疲労度）が問題となる異常  

回転機械の振動  0～2kHz 

振動加速度  
衝撃力等の力の大きさが問題とな

る異常  

軸受の損傷による振動  

歯車の損傷による振動  

1～46kHz 

（高周波域）  

 

 

 

振動診断  
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精密診断調査（周波数解析）は、振動速度・振動加速度の振動波形の包絡線（エンベ

ロープ）に対して周波数（FFT）解析を行い、周波数軸上で各部位（外輪・内輪等）に

該当する特徴周波数帯に着目して、該当する発生箇所・部位、劣化・損傷の種類、その

度合いが推定できる診断技術手法である。 

 

・周波数解析（FFT 解析）について 

 ポンプ設備から発生する振動は、いくつかの原因が組み合わさってできた複雑な波

形となっている。この波形の中から、正常なものと異常なものを判別しなければならな

い。つまり、測定された波形から、どのような周波数が、どの程度の割合で含まれてい

るのかを調べる方法が周波数解析（FFT 解析※）である。 

下図のように、時間軸波形を FFT して固有振動数を調べたり、エンベロープ処理後

の振動波形を FFT して異常内容を特定することなどに用いる。つまり、本解析は時間

領域データ(時間波形)を周波数領域データ（周波数スペクトル）にフーリエ変換し、デ

ジタル的に工夫して高速で行う解析法であり、この方法は、振動解析手法としては最も

広く用いられている解析手法である。 

※FFT（Fast Fourier Transformation）:高速フーリエ変換 

 

 

・管理基準について 

精密診断の評価基準は、現時点では公的基準がなく、振動調査専門会社は過去の

社内実績データに基づく各社独自の基準値を使用している。  

  

●精密診断（周波数解析:FFT 解析）  

原因が解析しやすくなる  

時間軸  
振  
幅  

 

生波形（時間波形）  

（周期波形）  



3-38 

②  計測機器  

・振動計は、接触式の動電型振動

系や圧電型の加速度センサを内

蔵したポータブル振動計が用い

られている。  
・振動検知にはニードル（触針）

式とマグネット式がある。  
・ニードル式の場合、振動計   ピ

ックアップの当て方や押し付け

力によって周波数特性が変わる

ことがあるので、安定した測定

をすることが重要である。  
・マグネット式の場合、測定者の

違いによる差はほとんど発生せず、安定した測定を行うことが可能であ

る。  
 

③  計測箇所、位置  

・振動測定は、振動計を用いて測定を行う。この場合、振動計を当てる箇所

をあらかじめ決めておき、マーキングしておく必要がある。  
・劣化の種類によって発生する振動の方向が異なるため、「垂直(V)方向」

「水平(H)方向」「軸 (A)方向」の３方向を測定する。 
 

 

 

・振動を測定する箇所は、基本的に    

軸受の位置となる。 

 
  

図 -3.22 ニードル式による計測  

図 -3.23 マグネット式による計測  

振動診断  

 

V 方 向  

図 -3.24 振動測定方向  

図 -3.25 振動測定箇所  
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・農業用ポンプ設備における振動の測定箇所としては、次の箇所が想定

される。図-3.26～3.32 に各部位の測定箇所(例)を示す。  
a. 横軸ポンプのポンプ軸受（電動機側（PS）、反電動機側（OS））   
b. 横軸ポンプの電動機軸受（ポンプ側 (PS)、反ポンプ側(OS)、中央）  
c. 横軸ポンプのプランマブロック (PB)（モーター側(MS)、ポンプ側(PS)） 
d. 立軸ポンプの減速機（排水機場）  
e. 立軸ポンプのポンプ軸受（排水機場）  

     ※プランマブロックは軸受箱  
 

a. 横軸ポンプのポンプ軸受（電動機側（PS）、反電動機側（OS））  
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OS-PPS 側 PSOS 側 
中央

測定対象 

垂直（V）方向 水平（H）方向  

軸（A）方向  測定の 3 方向  

 
振動センサー位置 

(写真はマグネット式) 

図 -3.26 ポンプ軸受の測定箇所 (例 ) 

PS 側 OS 側 
中央

軸方向（A） 

水平方向（H） 

垂直方向（V） 
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b.横軸ポンプの電動機軸受（ポンプ側（PS）、反ポンプ側（OS）、中央）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

垂直（V）方向  水平（H）方向  

軸（A）方向  測定の 3 方向  

測定対象 

中央
PSOS

※電動機の中央部(1 方向のみ)は電磁振動による劣化（巻線劣化等）

図 -3.27 電動機軸受の測定箇所（例）  

 振動センサー位置 

(写真はマグネット式) 

OS 側 PS 側 -P

振動診断  

軸方向（A） 

水平方向（H） 

垂直方向（V） 
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ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 

PB PB 

ポ 
ン 
プ 

ベアリング (グリース )

電動機  

振動診断（測定） 位置  （ 7 箇所） ベアリング( オイル ) 

PB-M PB-P 

 

c.横軸ポンプのプランマブロック（PB）（モーター側（MS）、ポンプ側（PS））  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定対象 

垂直（V）方向  水平（H）方向  

軸（A）方向 測定の 3 方向 

図 -3.28 プランマブロックの測定箇所

( ) 

 振動センサー位置 

(写真はマグネット式) 

フ ラ イ ホ イ ー ル  

振動診断  

軸方向（A） 

水平方向（H） 

垂直方向（V） 
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d.立軸ポンプの減速機（排水機場）（1/3）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①減速機入力軸負荷側
②減速機入力軸反負荷側
③減速機中間軸負荷側（上部）
④減速機中間軸反負荷側（下部）
⑤減速機出力軸スラスト
⑥減速機出力軸負荷側（上部）
⑦減速機出力軸反負荷側（下部）
⑧ポンプ外部軸受

１２

３

４

５

６

８

７

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

電動機

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ歯車減速機

ポンプ

測定対象 

①入力軸負荷側 

②入力軸反負荷側 

図 -3.29 減速機の測定箇所（例）  

 振動センサー位置 
(写真はマグネット式) 

振動診断  
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d.立軸ポンプの減速機（排水機場）（2/3）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

③中間軸反負荷側（下部） 

④出力軸スラスト 

 

図 -3.30 減速機の測定箇所（例）  

 振動センサー位置 

(写真はマグネット式) 

振動診断  
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d.立軸ポンプの減速機（排水機場）（3/3）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e.立軸ポンプのポンプ軸受（排水機場）  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

⑤出力軸負荷側（上部） 

⑥出間軸反負荷側（下部） 

  

 
 

図 -3.31 減速機の測定箇所（例）  

⑦ポンプ外部軸受  

 
 

図 -3.32 ポンプ軸受の測定箇所（例）  

 
振動センサ

ー位置 

(写真はマグ

ネット式) 

振動診断  

 振動センサー位置 

(写真はマグネット式) 
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④  計測単位  

計測値の単位は、P.3-47 表 -3.20 のとおりである。  

⑤  計測方法、時期、タイミング  

  以降に、振動測定作業の手順を示す。専門性を有するため、初回作業は分

析会社に依頼し、測定を行うことが望ましい。  

表 -3.18 振動測定作業手順（ニードル式）  

作業手順  作業内容  

① 測 定 位 置 の マ

ーキング 

調査対象のポンプや電動機の軸受部の測定位置に、目印（マーキン

グ）をマーカーシールやペイントで行い、常に一定位置で測定するよ

うにする。 

②清掃 測定位置の表面の汚れ等はウエス等でふき取る。塗装膜が厚い場合

やくぼみがある場合は、やすりやサンドペーパーで平坦になるよう

に整備する。 

③測定 測定は、振動ピックアップを測定面にほぼ垂直（傾斜角度 10°以内）

に当てると同時に、2 ㎏の力で押し当てる。なお、マグネット式台座

が既に設置されている場合は、上記の留意は不要である。 

④ 測 定 デ ー タ の

保存 

採取したデータは、データ紛失を避けるために、測定後速やかに使用

した振動計からパソコンにデータを取り込む。 

【計測時期、タイミング】  

・ポンプ設備が連続稼働している状態であれば、振動データはいつでも測定

できる。一方、始動開始後の場合は、回転が安定し、吐出弁が全開になる

まで（約 5 分程度）稼働させて振動測定を開始する。回転が安定している

かどうかは、吐出弁の開度計が全開状態（100%）の表示で確認できる。  

・回転数、負荷（出力、流量、圧力等）、温度等の通常の運転条件と適応させ

て振動測定を行う。データの一貫性や傾向監視の面から、運転はできるだ

け通常の運転条件と同じになるよう留意する。  

・計測データの比較が有効となるよう、毎回の運転ポンプの負荷をできる限

り同じ負荷とする。  

・計測時間は数秒程度（デジタル自動表示もあるが、振動値が安定している

こと）とする。   

振動診断  
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⑥  留意事項  

調査計画策定、「精密診断」のＦＦＴ解析に用いるため、潤滑診断と同様

に、完成図書(ポンプ構造図等)及び補修工事資料から、調査対象ポンプの軸

受型番・形式（玉軸受やコロ軸受  （＝ころがり軸受）・メタル軸受（＝すべ

り軸受）・定格回転数等）  を、運転記録から調査前直近の軸受交換時期・交

換後の運転時間等を確認することが重要である。  

表 -3.19 振動診断調査に必要な諸元  

必要な諸元 内 容 目  的 

電動機諸元 
回転(周波)数 （min-1） 

振動変位の許容値判定に使用する 

振動加速度の許容値判定に使用する 

電動機出力   （kW） 振動速度の許容値判定に使用する 

軸受の形式 

ベアリング番号 ※「精密診断」項目である加速度 FFT 解

析における部 位の特徴 周波数算出に 使

用する  

転動体直径 d（mm） 

転動体の数 n  （個） 

軸受の形式 接触角度α    （°） ※「精密診断」項目である加速度 FFT 解

析における部 位の特徴 周波数算出に 使

用する 
摺動円径 D 

主軸(シャフト) 軸径 D       （mm） 振動加速度の許容値判定に使用する 

羽根車(インペラ) インペラ枚数  （枚） 

※「精密診断」項目である速度 FFT に

おける特徴周波数算出に使用する 
軸継手(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) カップリングピン(本) 

減速機の歯車 各歯車の歯数  (個) 

  

振動診断  
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⑦  管理基準  

・振動変位については JIS 基準、振動速度については ISO 基準によって評

価する。  

・振動加速度については、公的基準がないため、参考値として民間分析会

社の基準値を示す。  

表 -3.20 振動診断調査の測定項目および判定基準  

測定項目  単位  調査内容  判定基準  
振動変位  両振幅（P-P） μm 振動値測定（変位） JIS B 8301 

振動速度  
垂直（V）方向  

mm/s 
振動値測定（速度） 
周波数解析（FFT） 

ISO 10816-1 

ISO 10816-3 

ISO 10816-7 

水平（H）方向  
軸  （A）方向  

振動  
加速度  

平均値（Ave） 
m/s2 

振動値測定(加速度) 
周波数解析（FFT） 

民 間 分 析 会 社

の基準値：Ｃ 最大値(Peak) 
 

a. 振動変位（両振幅）の判定基準 【JIS B 8301】  

振動変位の絶対値判定基準は、下図  に示す「JIS B8301」より、対象施

設の回転数(＝回転数)に応じた数値で判定する。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「実務家のための最新ポンプ設備工学ハンドブック」最新版） 
図 -3.33 振動変位 (両振幅 )の判定図 (参考 )  

振動診断  
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b. 振動速度の判定目安値 【 ISO 基準】  

振動速度の判定目安値は、 ISO 基準（ ISO10816-1・ISO10816-3・ 

ISO10816-7）があり、設備、出力、基礎形式、重要度に応じた判定（A

ゾーン～D ゾーン）が設定されている。  
 

■ゾーンの定義（共通）  

 

 

 

 

 

 
 

■電動機・プランマブロック（軸受箱）の場合  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 -3.34 振動速度の判定図（電動機・プランマブロック（軸受箱）の場合）   

 

振動診断  

ゾーン A : 新しく設置された機械の振動値の通常の範囲で、一般的 

には新設機械の納入時の振動管理値となる場合がある。 

ゾーン B : 一般に何の制限もなく長期運転が可能である範囲。  
ゾーン C : 長期間の連続運転は期待できない範囲で、改善処置の  

ための限定した期間だけこの振動条件で運転可能である  
範囲。  

ゾーン D : このゾーンの振動値の機械は、損傷を起こすのに十分な  
ほど厳しいと通常考えられる範囲。  

【ISO 10816-3】 
120r/min15000r/min の定格出力 15kW 以上の産業機械の現場測定  

Group 2 : 中型機械（定格出力>15kW~≦50MW） 
及び電動機 (軸高さ 160mm~<315mm) 

Group 1 : 大型機械 (定格出力>300kW~50MW) 
及び電動機（軸高さ 315m）  

本規格にて対象となる機器は以下となる。  
・出力 50MW までの蒸気タービン  
・ロータリー圧縮機  
・出力 3MW までの産業用ガスタービン  
・出力 50MW 以上で速度が 1500r/min より小さい、或いは 3600r/min より

大きい蒸気タービン（但し、ISO 10816-2 には含まれないもの）  

＜本規格では除外される機器＞  
・ISO 10816-2, 4, 5, 6, 7 に該当する機器  
・容積式回転圧縮機 (スクリュー圧縮機等 ) 
・往復動式圧縮機 ・往復同式ポンプ  
・水中電動ポンプ ・風力タービン  

※周波数範囲  : 10~1000Hz（＞600min-1） 2~1000Hz（＞120min-1） 
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■減速機の場合  

■ポンプの場合  

本規格にて対象となる機器は以下となる。  
・電動機と結合されたポンプ（電動機の軸に羽根車が直接結合されるポンプ或いは

羽根車の軸が剛に電動機の軸に結合されたポンプ）  
・すべてのカップリングタイプのポンプ（本規格はポンプのみに適用可能であり、

フレキシブルに結合された電動機は対象としない。さらに独立して設置される駆動

源も本規格の対象外である。これらの駆動源は ISO 10816-3 に該当する。）  

【ISO 10816-7】回転軸の測定を含む工業用途のターボポンプ  

＜本規格では除外される機器＞  
・往復動式及び容積式ポンプ  
・往復動式機関駆動ポンプ  
・出力 1MW を超える水力発電用及び揚水発電  

用ポンプ（ISO 7815-5, ISO 10816-5 参照）  
・固体 , スラリー , 水中ポンプ  

CategoryⅠ : 高 い レ ベ ル の 信 頼 度 , 有 効 性 或 い は 安 全 性 が

要求されるポンプ (有毒又は有害な危険性を有する液体 , 油 ,  

ガス  化学薬品を取り扱うポンプや原子力或いは発電プラン

トに使用 ) 
CategoryⅡ : 一般的或いは危険性がないポンプに適用  

      （有害性のない液体を取り扱うポンプ）  

※1 出力 1kW 以上で羽根車の羽枚数が 3 枚以上のポンプ  
※2 回転数  : 600min-1~ 周波数範囲  : 10~1000Hz 

図 -3.35 振動速度の判定図（ポンプの場合） 

【ISO 10816-1】一般的指針  －JIS B 0906(1998)は本規格の完全日本語訳  

クラスⅠ  : 通常の運転条件下で、全体の完成機

の一部の構成要素 とし て組み込まれたエ ンジ

ン及び機械（代表例  出力 15kW 以下の汎用電

動機）  
クラスⅡ  : 特別の基礎を持たない中型機械（代

表例  出力 15kW~75kW の電動機）及び特別な

基礎上に堅固に据 え付 けられたエンジン また

は機械（300kW 以下）  
クラスⅢ  : 大形原動機及び大型回転機で、剛基

礎または振動測定 方向 に比較的高い剛性 をも

つ基礎上に据え付けられたもの。  
クラスⅣ  : 大形原動機及び大型回転機で、振動

の測定方向に比較 的柔 らかい剛性をもつ 基礎

上に据え付けられたもの。（代表例  出力 10MW
以上のターボ発電機セット及びガスタービン） 

図 -3.36 振動速度の判定図（減速機の場合） 

※  回転数  : 600min-1~12000min-1 周波数範囲  : 10~1000Hz 
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c. 振動加速度の判定基準  

振動加速度の絶対値判定基準には公的基準がないため、振動計メーカー

及び振動調査会社の実験・実績を踏まえた民間基値を参考値として示す。  
 

【参考】振動計メーカー及び振動調査会社の判定基準（民間基準Ｃ：Ｊ社）  
 

(a)転がり軸受（玉軸受、ころ軸受）  

【計算式】 許容値 ＝ 変数（平均値、最大値）×10-8×回転数 N2×軸径 D 

  ここに、変数 a：回転数により変化する変数（表-3.20）  

回転数：回転の基となる定格回転数（min-1） 

軸 径：主軸（シャフト）径（㎜） 軸受番号等から確認する。  

 

表 -3.21 変数 a 一覧表  

回転数Ｎ  
（min-1）  

変数ａ  回転数Ｎ

(min-1) 
変数ａ  

平均値  最大値  平均値  最大値  
200 3.00  9.00  2200 0.46  1.09  
400 2.00  6.00  2300 0.44  1.04  
600 1.50  4.50  2400 0.42  0.99  
800 1.00  3.00  2500 0.40  0.94  

1000 0.70  1.75  2600 0.38  0.89  
1100 0.68  1.64  2700 0.36  0.84  
1200 0.66  1.59  2800 0.34  0.79  
1300 0.64  1.54  2900 0.32  0.74  
1400 0.62  1.49  3000 0.30  0.69  
1500 0.60  1.44  3100 0.28  0.64  
1600 0.58  1.39  3200 0.26  0.59  
1700 0.56  1.34  3300 0.24  0.54  
1800 0.54  1.29  3400 0.22  0.49  
1900 0.52  1.24  3500 0.20  0.44  
2000 0.50  1.19  3600 0.18  0.39  
2100 0.48  1.14  －  －  －  

※平均値はアベレージと言い、最大値との関連は波高率解析により、平  
均値の 5 倍を上回る最大値があるときはベアリングに疵を生じた可能性  
が高い、ただし平均値が基準値を超えた時に算出する。  

上記の許容値は、この数値を超えたら何らかの注意が必要と判断される

値である。よって、これを基準として、各健全度ランク別に基準値を設定

することになる。  
表 -3.22 判定区分の基準値  

良 好（S-4）  注 意（S-3）  異常（S-2）  
許容値の 1 倍以上  

2 倍未満  
許容値の 2 倍以上  

3 倍未満  
許容値の 3 倍以上  

 

振動診断  
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⑧  概算調査費用  

  振動診断の概算調査費用を参考に示す。この概算費用は、特定の民間会

社に聞取りを行った調査結果であり目安である。  
なお、実際の調査実施前には、対象設備の分析・診断に要する費用につ

いて、分析会社（連絡先は、以下民間 HP 参照）に見積を依頼する。参考

として次頁に見積依頼書例を添付する。  
A 社：https://www.jfe-planteng.co.jp/product/facility/ 

   J  社：http://www.jeic-gr.co.jp/mente.html 
表 -3.23 振動診断 概算調査費用（1 設備当たり、経費抜き）  

作業項目 ポンプ 電動機 減速機 備考 

計測作業  計 ¥40,000 計 ¥40,000 計 ¥80,000  

作業計画等 ¥10,000 ¥10,000 ¥20,000  

変位、速度、加速度測定 ¥10,000 ¥10,000 20,000  

結果とりまとめ ¥20,000 ¥20,000 40,000  

分析（FFT 解析） 計 ¥60,000 計 ¥60,000 計 120,000  

FFT 解析 ¥40,000 ¥40,000 ¥80,000  

結果とりまとめ ¥20,000 ¥20,000 ¥40,000  

 合計  ¥100,000 合計  ¥100,000 合計  ¥200,000  

※芯振れ測定 ¥20,000 ¥20,000   ¥20,000 ※参考 

 ⑨  資格  
振動診断を実施するために必須の資格はないが、適切なデータ取得や安全

性確保のために知識や技能が必要である。なお、ISO に準拠して（一社）日

本機械学会が付与する技能資格には以下のものがある。  
●ISO18436-4 準拠  機械状態監視診断技術者(振動) 
訓練、受験が必要であり、以下協会 HP を参照のこと。  
https://www.jsme.or.jp/jotaiweb/ 

⑩  参考：芯振れ測定について  

振動診断時には振動の主要な要因である芯振れを確認する芯振れ測定を

併せて実施することが多い。  
芯振れ測定方法は、“機能保全の手引き（ポンプ設備）H25.4 参考資料編 

P.参考ポンプ -154～”に準ずる。  
芯振れ測定については、ダイヤルゲージを用いて測定するものであるが、

近年のデジタル技術の進展により、レーザーを用い高精度に測定する機器

（レーザー式軸芯出し器）が販売されており、今後の活用が期待される。  

振動診断  

https://www.jfe-planteng.co.jp/product/facility/
http://www.jeic-gr.co.jp/mente.html
https://www.jsme.or.jp/jotaiweb/
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    見積依頼書 
 

１． 依頼件名 
農業施設設備を対象とした潤滑診断に伴う業務委託 
 

２． 見積条件 
見積価格は実績価格とし、見積書期限は    年度内とする。 
 

３． 支払条件 
現金決済又はこれに準ずる習慣による。 
 

４． 見積書提出期限 
令和   年   月   日 

 
５． 見積書に記載する宛名 

「○○ ○○○土地改区 ○○ 〇〇」 
 
６． 担当及び見積書提出先  

依頼先名              住所           
担当者名              TEL：       FAX： 
e-mail： 
 

７． 概要 
 

８． その他 
見積価格には消費税は含まない価格とする。 
見積書様式は、貴社様式とする。 

振動診断  

(1) 対象場所 住　所：
施設名：

(2) 依頼内容 チェック 項 　　    目
□ 振動測定作業一式（変位・速度・加速度測定）
□ 振動診断一式（FFT解析・結果取りまとめ）
□ 芯ブレ測定一式

(2) 対象施設 チェック 項 　　    目
（　　台） □ 揚水ポンプ（　 号機 ～　 号機）

□ 排水ポンプ（　 号機 ～　 号機）

(3) 設備

□ 横軸両吸込渦巻ポンプ軸受
□ 立軸片吸込渦巻ポンプ軸受
□ 横軸片吸込渦巻ポンプ軸受
□ 立軸軸流（又は斜流）ポンプ軸受
□ 横軸軸流（又は斜流）ポンプ軸受
□ チューブラポンプ（減速機・軸受部）
□ 水中ポンプ（減速機・潤滑部）
□ ポンプ減速機
□ 原動機　ディーゼルエンジン
□ 原動機　ガスタービンエンジン
□ 電動機　モータ
□ 発電機　ディーゼルエンジン
□ 発電機　ガスタービンエンジン
□ その他

チェック 設備の種類

合　　　計　

振動
測定数/台
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⑪  調査事例  

【許容値の算出手順事例（参考）】 

振動加速度の絶対値判定の許容値は、回転数 N・軸径 D による変数であるため、設 

備（電動機軸受・ポンプ軸受・減速機等）ごとに算出する必要がある。参考事例を下記 

に示す。 

 

 ■加速度の絶対値判定の基準値の計算方法 

上表の電動機負荷側軸受 No.360、許容値【平均値】の場合  
  許容値  ＝ 変数（平均値）×10-8×回転数Ｎ 2×軸径Ｄ  
  ＝ 0.56×10-8×17702×130 
  ＝ 2.28 （g）  
 よって、管理基準値は、次のとおりとなる。  

S-5:最良＝許容値× 1 未満     ＝2.28× 1 未満    ＝2.28 未満  
S-4:良好＝許容値×（1 以上～2 未満）＝2.28×(1 以上～2 未満 )＝2.28 以上 4.56 未満  
S-3:注意＝許容値×（2 以上～3 未満）＝2.28×(2 以上～3 未満 )＝4.56 以上 6.84 未満  

S-2:異常＝許容値× 3 以上     ＝2.28× 3 以上    ＝6.84 以上  
 

 

 

  

Ｔ揚水機場　１号ポンプ (事例）

振動加速度許容値

表題

No.

360

361

362

363

364

※加速度に関しては公的な基準が定められておらず、振動計メーカー推奨値にて定めたものである

名称

実回転数
N 軸受NO

軸径D 表題

(rpm) (mm) No.

電動機負荷側 1770 6226 130 360

電動機反負荷側 1770 6226 130 361

ポンプ負荷（CP）側 1770 メタル 100 362

ポンプ反負荷（反CP）側 1770 メタル 100 363

ポンプ反負荷（反CP）側② 1770 7313BDB 65 364

変数a 許容値[平均値](g) 許容値[最大値](g)

平均値 最大値 良好 注意 異常 良好 注意 異常

0.56 1.34 2.28 4.56 6.84 5.46 10.92 16.38

0.56 1.34 2.28 4.56 6.84 5.46 10.92 16.38

0.56 1.34 1.75 3.50 5.25 4.20 8.40 12.60

0.56 1.34 1.75 3.50 5.25 4.20

0.56 1.34 1.14 2.28 3.42 2.73

注意 異常

8.40 12.60

振動加速度 許容値1倍以上2倍未満 許容値2倍以上3倍未満 許容値3倍以上

5.46 8.19

判定基準 良好

振動診断  

(G) (G)

 ※振動波形には平均値 (O/A 値＝オーバーオール値 )と最大値 (Peak 値 )がある。Peak 値は傷や欠損があると高

くなるため、ギアやベアリング損傷の初期段階の発見に役立つ場合がある。平均値 (O/A 値 )は全体的な振動の上昇

を示し、設備や部品全体の劣化を示す。また、軸受の潤滑不良、摩耗等は Peak 値より平均値に現れる傾向があ

る。よって、振動調査の結果は、主に「平均値」で評価する。  
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3）温度診断  

①  目的  

ポンプ、電動機等の軸芯狂いや潤滑油不足が発生すると軸受温度が異常上

昇し、軸受の焼付や破損を引き起こし、運転不能に陥る場合がある。  
温度診断は、軸受温度を定期的に測定し、軸受状況を的確に把握すること

が目的である。  
 

②  計測機器  

温度の計測は、以下の方法による。  
・常設温度計を使用する。  
・棒状温度計をパテ等で軸受ケーシングに取り付けるか、非接触赤外線温

度計を使用する。  

③  計測箇所、計測位置  

計測箇所は、軸受部であり、振動測定と同様である。図 -3.25 参照  
常設温度計がない場合は、軸受幅の中央部に相当する軸受ケーシングの表

面で計測する。  

④  計測値の単位  

計測値の単位は「℃」とする。  

⑤  計測方法、時期、タイミング  

温度計測状況の写真を以下に示す。なお、非接触赤外線温度計の場合は計

測範囲の大きさ、位置、光の当たり方、対象物の色、油や埃の付着により、2
～3℃程度の誤差を生じる。計測器による誤差を小さくするために同一の計測

方法及び機器で計測することが重要である。  
  計測時間等は、測定器具の説明書に従うこととする。  

 

ｖ  

図 -3.37 棒状温度計による計測  図 -3.38 非接触赤外線温度計による計測  

温度診断  
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計測間隔は、運転前及び運転中 10 分毎に計測する。  
運転時点検等で長時間運転する場合は、30 分後以降の計測間隔を長くす

る。ただし、異常傾向が見られる場合は、10 分間隔での計測を継続的に行

う。  
 

⑥  留意事項  

計測箇所にマーキングを行い、同じ箇所で計測する。  
非接触赤外線温度計で計測する場合は、計測対象物と温度計の距離に注意

し、なるべく近くで計測すること。  
 
⑦  管理基準  

評価は、管理基準値に対する絶対評価を基本とする。  
軸受温度上昇の絶対値管理基準値（許容値）は、「JIS B 8301－2000 付属

書 2（参考）」 によれば表-3.24 のとおりである。  

 

 

     表面温度  

 

方 式  

許容温度上昇  許容最高温度  

軸受表面  
メタル温度計  

(感 温 部 挿 入 測 定 )  
軸受表面  

メタル温度計  

(感 温 部 挿 入 測 定 ) 
排油温度  

自然冷却式  

（普通潤滑油）  
40 45 75 80 －  

自然冷却式  

（耐熱性潤滑油）  
55 60 90 95 －  

水冷式  －  
当事者間の  

協定による  
－  80 －  

強制潤滑式  

（普通潤滑油）  
－  －  75 80 80 

  

表 -3.24 軸受許容最高温度及び許容温度上昇  

温度診断  
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参考に「指触」で軸受ケーシングに触れた場合の温度チェックの目安を  
表-3.25 に示す。一般の軸受は 50℃で要注意、70℃以上では異常と判断し  
た方がよい。  
 

表面温度  感 じ  摘  要  

40 ℃  ややあたたかい  ゆくみを感ずる程度  

50 ℃  あたたかい  手を触れているとポカポカあたたかみを感じる  

60 ℃  やや熱い  じっと触れていると手の平が赤くなる  

70 ℃  熱い  3～4 秒手を触れていられる  

80 ℃  非常に熱い  指一本で 3 秒程度触れていられる  

90 ℃  非常に熱い  指一本で 1 秒程度触れていられる  

(ポンプニューハンドブック：日本工業出版より ) 

⑧  資格  

温度診断を実施するために必須の資格や協会等の技能資格はない。  
  
⑨  概算調査費用  

 農林水産省土地改良工事積算基準（施設機械）令和 2 年度版 P.614 
 フレーム軸受の温度確認  100 台 技術者 2.5 人 技術員 2.5 人  
     → 0.05 人 /箇所、 15～30 分 /箇所  
 

表 -3.25 軸受ケーシングの温度の程度  

温度診断  
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4）内視鏡診断  
①  目的  

先に示した潤滑診断、振動診断、温度診断は、ポンプ内部の主に軸受部の状

況把握を目的に実施するものである。これに対し内視鏡診断は、軸受部以外の

摩耗、損傷、腐食状況を把握することを目的に実施するものである。  
内視鏡カメラによる主ポンプ内部観察は、ケーシング内部、インペラの限ら

れた範囲の腐食、損傷等の調査であり、オーバーホール時の開放調査のように

直接触ったりはできないが、致命的な部位の欠損等については確認でき、早期

発見に役立つ等のメリットがある。  
 

②  診断作業全般  

内視鏡診断に関しては、現状ではポンプメーカーの定期点検等で使用実  
績が多い。内視鏡診断概要は、以下のとおりである。  

（1）測定手順  
Ⅰ．吐出曲管部のエアー抜き弁や圧力計の取付口あるいはマンホールより

内視鏡カメラを挿入する。  
Ⅱ．地上部（ポンプフロア等）に設置したモニタで揚水管、軸受ブラケッ

ト、ケーシング（案内羽根）等の内部状態を確認する。  

内視鏡診断  

 

図 -3.39 立軸ポンプの内部点検（例） 
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（2）装置の概要説明  
図-3.40 に、内視鏡装置、使用状況及び取得画像を示す。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
（3）留意事項  

・泥等が付着しているケースがあり、その場合、事前に洗浄が必要である。  
・用水の液質により、鮮明に映し出される場合と、不鮮明な場合がある。  
・点検時期の調整やポンプ運転等により、水位を下げる等の対処も検討す

る。  
 

（4）調査事例  

  次頁に調査事例を示す。  

  近年は、カメラの性能が向上し、より鮮明な画像の確認が可能となってい

る。また、ケーシングとインペラのギャップ（隙間）についても、画像から

推定可能な技術の開発が進んでいる。  
 

③  資格  

内視鏡診断を実施するために必須の資格や協会等の技能資格はないが、ポ

ンプ内部の構造、劣化状態に知見のある専門技術者による診断が必要であ

る。  
 

 

 

取得画像（インペラとケ

ーシングの隙間確認）  
取得画像（錆こぶ）  

光学機器メーカーの  
最新機器  カメラ挿入作業  

内視鏡診断   

図 -3.40 内視鏡装置、使用状況、取得画像  
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